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分 割 付 託 なし
３月11日に起こった東日本大震災により、東日本は甚大な被害を生じ、多くの方が

亡くなられ、多くの被災者が今なお復興に取り組んでいます。この地震によって起こ
った福島原発事故は、レベル７という1986年のチェルノブイリ原発事故と同様の甚大
な放射能汚染を起こしています。多くの被災者そして関東・東北一円の第１次産業は
壊滅的打撃を受け、日本の食の安全と健康被害が心配される状況になっています。
チェルノブイリでは原発事故から25年を経過する今日でも放射能汚染は終わってお

らず、健康被害が続いています。福島原発事故の影響はこれから出始めます。福島原
発事故の被害状況を見ると、本市は距離的にも地理的にも飯舘村とよく似た状況にあ
ります。玄海原発から最も近いところは37キロメートル、本市の中心部でも50キロメ
ートルです。玄海原子力発電所で事故が起これば、西風や背振山脈の地形から本市民
は放射能による甚大な被害を受ける可能性が非常に高いといえます。
今回国の原子力安全委員会がこれまでの「原子力防災重点地域（ＥＰＺ）」を見直

し、原子力発電所から30キロメートルの範囲までを「緊急防護措置区域（ＵＰＺ）」
とし、50キロメートルまでを甲状腺被曝を避けるために安定ヨウ素剤を配備するなど
の対策をとる「放射性ヨウ素対策区域（ＰＰＺ）」を新設する方針を出しました。本
市は「緊急防護措置区域（ＵＰＺ）」に近接し、「放射性ヨウ素対策区域（ＰＰＺ）」

要 旨 に該当します。このことからも本市民が原発の当事者であることは明らかです。
10月４日に玄海原発４号機が事故で停止しました。本市への通報は事故後90分で電

話通報、２時間後にファクスで詳細の連絡があったものの、市民には何も説明はあり
ません。４号機の再稼働時も何も連絡や説明もないままでした。このように私たち福
岡市民は玄海原子力発電所の稼働に関して当事者であるにもかかわらず、事故の説明
を受けたり再稼働の同意を求められたりしていません。いまこそ本市が、私たちが市
民案として示している玄海原子力発電所の発電停止及び再稼働の是非に関する権限を
有する原子力安全協定を九州電力と、早急に締結することが必要です。
福島原発事故と同じような事故が起こったときに、福岡市民147万人の避難はでき

るでしょうか。このことを考えるとき、原発事故を未然に防ぐことが重要であり、市
民の命を守るために必須の事項です。前述の安全協定を結ぶことで、本市民が当事者
であることを実体化し市民の声を反映させ、事故を未然に防ぐことができます。
よって、以下の事項を請願します。

１．本市が「玄海原子力発電所の発電停止及び再稼働の是非に関する権限を有する
原子力安全協定（市民案）」を九州電力と締結すること。
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